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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
核
物
質
防
護
規
定
違
反
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
二
〇
二
一
年
に
発
覚
し
た
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
の
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所

に
お
け
る
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
不
正
使
用
事
案
及
び
核
物
質
防
護
設
備
の
機
能
の
一
部
喪
失
事
案
に
対
す
る
追
加
検
査
の
中
間
と
り
ま

と
め
（
以
降
、
中
間
と
り
ま
と
め
）
を
二
〇
二
二
年
四
月
二
十
七
日
に
行
っ
た
。 

 

中
間
と
り
ま
と
め
二
頁
目
で
は
、
核
物
質
防
護
設
備
の
保
全
方
式
に
つ
い
て
、
①
時
間
基
準
保
全
（
耐
用
年
数
な
ど
の
一
定

期
間
毎
に
保
守
す
る
こ
と
）
、
②
状
態
基
準
保
全
（
劣
化
の
兆
候
を
捉
え
る
た
め
の
状
態
監
視
を
踏
ま
え
保
守
す
る
こ
と
）
、

③
事
後
保
全
（
故
障
等
の
機
能
喪
失
時
に
保
守
す
る
こ
と
）
の
三
つ
の
方
式
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

 

そ
し
て
、
柏
崎
刈
羽
原
発
以
外
の
発
電
所
に
お
け
る
核
物
質
防
護
設
備
の
保
全
方
式
は
、
①
と
③
を
基
本
と
し
、
柏
崎
刈
羽

原
発
で
は
、
①
か
ら
②
に
切
り
替
え
て
運
用
さ
れ
て
い
た
が
、
②
を
実
施
す
る
た
め
の
判
断
基
準
を
定
め
た
保
守
管
理
計
画
が

策
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
結
果
的
に
③
だ
っ
た
と
書
い
て
あ
る
。 

 

し
か
し
、
東
電
が
二
〇
二
一
年
九
月
二
十
二
日
に
公
表
し
た
「
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
不
正
使
用
お
よ
び
核
物
質
防
護
設
備
の
機
能
の

一
部
喪
失
に
関
わ
る
改
善
措
置
報
告
書
」
（
以
後
、
東
電
報
告
書
）
を
併
せ
読
む
と
、
事
態
は
追
加
検
査
の
中
間
と
り
ま
と
め

よ
り
も
深
刻
で
あ
る
た
め
、
以
下
、
質
問
す
る
。 



 

２ 

 

一 

「
核
物
質
防
護
の
重
要
性
の
理
解
不
足
」
に
つ
い
て 

 
 

中
間
と
り
ま
と
め
十
頁
で
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
「
核
物
質
防
護
の
重
要
性
の
理
解
不
足
に
よ
る
迅
速
な
対
応
の
欠
如

（
故
障
個
所
を
複
数
ま
と
め
て
修
理
依
頼
。
完
了
期
限
の
管
理
の
甘
さ
）
」
を
「
対
応
を
求
め
る
事
項
」
と
し
て
指
摘
し
て

い
る
。 

 
 

こ
の
指
摘
の
と
お
り
、
「
故
障
個
所
を
複
数
ま
と
め
て
修
理
依
頼
」
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
壊
れ
た
ら
壊
れ
た
時
に
直
す
と

い
う
③
の
保
全
方
式
で
さ
え
な
い
。
ま
た
、
「
複
数
」
と
い
う
記
述
か
ら
二
、
三
個
所
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
が
、
東
電
報
告
書

の
添
付
一

一
に
よ
れ
ば
、
機
能
喪
失
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
か
ら
二
〇
二
一
年
二
月
に
か
け
て
の
約
十
一
カ
月
で
二
十
一

事
案
に
も
の
ぼ
り
、
復
旧
ま
で
に
最
大
で
十
一
カ
月
以
上
が
経
過
し
て
い
た
。 

 

１ 

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
者
の
「
核
物
質
防
護
の
重
要
性
の
理
解
不
足
に
よ
る
迅
速
な
対
応
の
欠
如
」
は
い
わ
ゆ
る
原
子

炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
六
で
求
め
る
許
可
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
。 

 

２ 

二
十
一
事
案
、
最
大
で
十
一
カ
月
以
上
の
放
置
は
、
中
間
と
り
ま
と
め
で
記
述
す
る
「
故
障
個
所
を
複
数
ま
と
め
て
修

理
依
頼
」
よ
り
深
刻
で
あ
る
。
最
終
と
り
ま
と
め
を
行
う
際
に
は
、
よ
り
具
体
的
な
記
述
が
必
要
で
は
な
い
か
。 

二 

原
子
力
規
制
検
査
の
追
加
検
査
の
目
的
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
 

そ
も
そ
も
今
回
の
中
間
と
り
ま
と
め
は
、
二
〇
一
七
年
の
原
子
炉
等
規
制
法
の
改
正
で
導
入
さ
れ
た
「
原
子
力
規
制
検

査
」
の
追
加
検
査
の
途
中
経
過
で
あ
る
。
ま
た
、
追
加
検
査
は
、
二
〇
一
九
年
十
二
月
二
十
五
日
に
原
子
力
規
制
庁
長
官
が

決
定
し
た
「
原
子
力
規
制
検
査
等
実
施
要
領
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

 

１ 

原
子
力
規
制
検
査
の
目
的
は
、
検
査
の
「
実
施
方
法
を
明
確
化
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
間
違
い
は
な
い

か
。 

 

２ 

追
加
検
査
で
原
子
炉
等
規
制
法
が
求
め
る
設
置
許
可
の
基
準
「
発
電
用
原
子
炉
を
設
置
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能

力
」
の
欠
如
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
は
、
許
可
基
準
に
立
ち
戻
り
、
設
置
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
規
制
の
あ
り
方
で

あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
不
正
使
用
事
案
の
核
物
質
防
護
規
定
違
反
に
つ
い
て 

 
 

Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
不
正
使
用
事
案
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
更
田
豊
志
委
員
長
が
二
〇
二
一
年
二
月
十
日
の
衆
議

院
予
算
委
員
会
で
、
私
の
質
問
に
対
し
て
、
「
私
ど
も
は
、
こ
の
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
事
案
に
関
し
て
、
柏
崎
刈
羽
原
子
力

発
電
所
の
核
物
質
防
護
規
定
を
既
に
認
可
を
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
の
事
例
は
、
こ
の
核
物
質
防
護
規
定
に
対
す
る
違
反
で

あ
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
、
こ
の
核
物
質
防
護
規
定
と
し
て
の
取
扱
い
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
し
、
検
査
の
中
で
事
案
の
重
大



 

４ 

 

さ
を
、
評
価
は
、
一
定
の
評
価
を
下
し
て
、
検
査
の
監
視
レ
ベ
ル
を
引
き
上
げ
て
お
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
引

き
続
き
、
こ
の
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
事
案
の
深
刻
さ
、
内
容
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
東
京
電
力
が
ど
の
よ
う
な
対
処
を

取
る
か
と
い
う
の
を
見
定
め
て
ま
い
り
た
い
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
二
一
年
三
月
九
日
の
衆
議
院
環
境
委
員
会

で
近
藤
昭
一
議
員
の
質
問
に
対
し
て
、
同
委
員
長
は
、
「
今
回
の
事
案
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
七

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第
四
項
に
対
す
る
違
反
で
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者

及
び
そ
の
従
業
者
は
、
核
物
質
防
護
規
定
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
答
弁
を
行
っ
て
い
る
。 

 
 

原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
に
よ
れ
ば
、
「
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
」
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
「
設
置
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
一
年
以

内
の
期
間
を
定
め
て
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。 

 

１ 

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
は
、
核
物
質
防
護
規
定
違
反
が
起
き
た
時
の
処
分
は
、
設
置
許
可
取
消
し
か
、
一
年
以
内

の
運
転
停
止
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
間
違
い
は
な
い
か
。 

 

２ 

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
核
物
質
防
護
設
備
の
機
能
の
一
部
喪
失
事
案
と
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
不
正
使
用
事
案
を
議
題
に
、
二

〇
二
一
年
三
月
十
六
日
と
二
十
三
日
に
非
公
開
で
会
議
を
、
三
月
二
十
四
日
と
三
十
一
日
に
公
開
会
議
を
開
催
し
た
。
同



 

５ 

 

じ
事
案
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
六
日
と
二
十
三
日
の
会
議
を
非
公
開
に
し
た
の
は
な
ぜ
か
。 

 

３ 
三
月
二
十
三
日
の
非
公
開
会
議
の
資
料
に
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
三
月
十
六
日
に
「
原
子
力
規
制
検
査
等
実
施
要

領
」
で
定
め
た
対
応
区
分
を
第
四
区
分
と
し
た
上
で
、
「
核
物
質
防
護
設
備
の
機
能
の
一
部
喪
失
事
案
と
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
不

正
使
用
事
案
を
一
体
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
」
こ
と
に
し
た
、
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

し
か
し
、
三
月
十
六
日
の
会
議
に
は
こ
の
こ
と
を
明
記
し
た
資
料
は
存
在
し
な
い
。
単
に
議
事
要
旨
の
最
後
に
唐
突

に
、
「
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
核
物
質
防
護
設
備
の
機
能
の
一
部
喪
失
事
案
と
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
不
正
使
用
事
案
を
一
体
の

も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
、
事
務
局
に
対
し
、
そ
の
方
針
に
基
づ
い
て
今
後
の
規
制
上
の
対
応
の
検
討
を
行
う
よ

う
指
示
し
た
」
と
出
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
議
事
録
で
は
な
い
の
で
誰
の
発
言
で
あ
る
か
も
不
明
で
あ
る
。 

 
 
 

な
ぜ
、
核
物
質
防
護
設
備
の
機
能
の
一
部
喪
失
事
案
と
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
不
正
使
用
事
案
を
一
体
で
取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ

た
の
か
、
決
定
過
程
と
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

４ 

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
二
〇
二
一
年
三
月
二
十
三
日
の
非
公
開
会
議
で
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
不
正
使
用
事
案
と
核
物
質
防
護

設
備
の
機
能
喪
失
を
一
体
で
、
約
二
千
人
・
時
間
を
目
安
に
追
加
検
査
を
行
う
こ
と
に
決
め
た
が
、
約
二
千
人
・
時
間
の

根
拠
は
「
原
子
力
規
制
検
査
等
実
施
要
領
」
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
約
二
千
人
・
時
間
の
根
拠
は
何
か
。 



 

６ 

 

 
５ 

原
子
力
規
制
委
員
会
の
更
田
委
員
長
は
、
対
応
区
分
が
第
四
区
分
に
変
わ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
三
月
二
十
四
日
の
会

議
で
「
設
置
許
可
の
取
消
し
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
現
時
点
で
可
能
性
ま
で
排
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
検
査
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
の
時
点
で
設
置
許
可
を
取
り
消
す
だ
け
の
根
拠

を
き
ち
ん
と
示
せ
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
疑
問
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 
 

ア 

追
加
検
査
の
結
果
、
設
置
許
可
の
取
消
し
も
あ
り
得
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
だ
と
解
す
る
が
間
違
い
は
な
い
か
。 

 
 

イ 

更
田
委
員
長
は
、
二
十
四
日
の
会
議
で
「
原
則
と
し
て
、
核
燃
料
の
移
動
を
禁
ず
る
と
い
う
形
で
、
具
体
的
に
ど
う

い
う
命
令
を
発
出
す
る
か
は
、
意
思
決
定
を
し
て
か
ら
発
出
文
に
つ
い
て
法
的
な
意
味
も
含
め
て
検
討
し
て
も
ら
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
私
と
し
て
は
、
是
正
措
置
命
令
、
そ
し
て
そ
の
内
容
は
、
核
燃
料
の
移
動
を
禁
ず
る
。
問
題
と
な
る
の

は
期
間
で
す
け
れ
ど
も
、
検
査
区
分
が
一
に
復
帰
す
る
ま
で
と
い
う
是
正
措
置
命
令
で
は
ど
う
か
と
い
う
の
が
私
の
考

え
で
す
」
と
提
案
し
た
。
つ
ま
り
、
「
法
的
な
意
味
」
は
後
回
し
で
、
対
応
区
分
が
第
一
区
分
に
是
正
さ
れ
れ
ば
、
核

燃
料
の
移
動
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
検
査
区
分
が
一
に
な
れ
ば
、
核
燃
料
の
移
動
が
で
き
る
こ
と
に
し

た
根
拠
は
何
か
。 

 
 

ウ 

原
子
力
規
制
委
員
会
は
三
十
一
日
の
会
議
で
、
後
付
け
の
検
討
の
結
果
、
違
反
法
令
と
し
て
、
「
実
用
発
電
用
原
子



 

７ 

 

炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
」
第
九
十
一
条
の
複
数
項
目
の
違
反
を
あ
て
は
め
、
是
正
命
令
の
法
的
根
拠
を
、

原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
三
（
施
設
の
使
用
の
停
止
等
）
第
二
項
で
あ
る
と
し
た
。 

 
 
 
 

な
ぜ
、
国
会
で
認
め
た
よ
う
に
、
違
反
法
令
と
し
て
核
物
質
防
護
規
定
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
七
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
）
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
条
文
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十

（
許
可
の
取
消
し
等
）
）
を
適
用
し
な
か
っ
た
の
か
。 

 

６ 

原
子
力
規
制
委
員
会
が
決
め
た
よ
う
に
、
事
後
的
に
事
態
を
是
正
し
て
、
ほ
と
ぼ
り
が
冷
め
た
頃
に
、
是
正
命
令
で
禁

止
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
の
移
動
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
核
物
質
防
護
規
定
違
反
を
犯
し
て
も
、
原
子
炉
の
再
稼
働

が
可
能
と
な
る
と
い
う
間
違
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
与
え
、
規
制
の
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

 

７ 

先
述
し
た
二
〇
二
一
年
二
月
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
更
田
委
員
長
は
、
「
東
京
電
力
が
ど
の
よ
う
な
対
処
を
取
る

か
と
い
う
の
を
見
定
め
て
ま
い
り
た
い
」
と
答
弁
し
た
。
こ
れ
は
、
東
京
電
力
の
対
処
に
よ
っ
て
は
、
設
置
許
可
の
取
消

し
も
あ
り
得
る
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


